
 
平成２０年７月２日 

文 部 科 学 省 

原 子 力 規 制 室 

 

核燃料物質の使用等に関する規則の改正について 

（放射性廃棄物管理状況報告） 

 

○経緯 

 ＲＩ・研究所等廃棄物に関して、独立行政法人日本原子力研究開発機構において埋設

処分を実施するための法律が国会に提出されたこと等を踏まえ、核燃料物質使用事業所

における放射性廃棄物の保管量を把握し、埋設処分のための体制整備等に資するため、

平成２０年３月３１日付けで「核燃料物質の使用等に関する規則」（昭和３２年１２月

９日総理府令８４号）第７条の規定を改正し、現在保安規定策定の義務が課されていな

い核燃料使用者に対し、「廃棄物管理状況報告書」の提出を求めることとした。 

 

○改正内容 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５６条の３第５項に基づき

文部科学大臣が定期に行う検査（保安検査）を受ける者以外の使用者に、「放射性廃棄

物の種類」「当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量」「保管廃棄本数」について

報告を求める規定を、新たに追加する。（別紙１参照） 
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